
 

   

 

 

 

 

 

   

  

  

 

 

 

  

   

   

 

 

  

   

    

 

  

  

  

  

  

    

  

  

 

   

 

 

   

  

 

  

  

  

  

   

  

  

 

 

  

  

  

   

  

    

  

資格審査委員会 
 

更新会員 ５社   代表者変更 １社 

転入会員 ０社   新入会員   ３社 
 

≪代表者変更≫  

野口計画管理（株） 

旧 野口 政男様 ⇒ 新 野口 佳男様 

 

≪新入会員≫  

丸源    秋山 直毅様 

下京区中堂寺櫛笥町５番地８ 

TEL 075-334-5308 
 

（株）パル    松島 正雄様 

中京区新町通三条上ル町頭町１１２ 

菊三ビル４階 

TEL 075-212-6898 
 

（株）ハウスドゥ・ジャパン 京都店 

粟津 由美子様     

中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町 

６７０番地 京都フクトクビル４階 

TEL 075-254-7845 
 

執行部会 
 
【報告事項】 
 
12/11 全役員会の件 
協会本部の会議室で開催された。出席者数は 26

名で、今年度の委員会報告が述べられた。うち 4

名はリモート参加者だったが、マスク着用のため

お互いの声が聞き取りづらい場面もあった。 

 

【審議事項】 
 
①12/27 宅建試験の件 
国立京都国際会館と京都パルスプラザの 2 ヶ所

で実施される。第二支部からは 26名の監督員が

国際会館にて執務にあたる。 
 

②1/29 本部執行部との意見交換の件 
支部長と副支部長が出席する。 

第二支部からの本部への要望等を述べる。 
 
③その他 
会員に対しメールアドレスを登録 

していただくよう働きかける。 

（協会からのお知らせ送信時に使用） 

 

＜発行＞ 
  

令和２年１２月２５日(金) 
 

公益社団法人 

京都府宅地建物取引業協会  

第二支部 
 
所在地 京都市上京区三丁町 453-3 

（担当 梅田） 
  

TEL （075）417-0007 

FAX （075）417-0008 

 

新井支部長より

Mail sibu2@kyoto-takken.or.jp 

１２月１１日(金)、協会本部にて、第二支部の

資格審査委員会・執行部会を開催致しました。   

（新型コロナウイルス感染症予防対策を十分に 

行った上での実施となりました。） 

今年は大変な一年で、仕事や家

庭にコロナ禍が無ければ起きなか

ったことが数々有りました。協会

では、ほぼ全ての人が集まる事業

を中止し、会議等もなるべくリモ

ートで実施しました。 

業界においては売買・仲介とも

にそれ程影響が無かったように聞

いておりますし、テナント仲介等

一部ではやめる人と借りる人が増

えて忙しかったとも聞いておりま

す。一方でやはり宿泊関係は大小

問わず苦戦されていたようです。

来年には沈静化していればいいの

でしょうが、「こんなはずじゃ無か

った」と言わないように、この状況

が来年いっぱいも続くと一応の心

づもりをしておいた方が良さそう

な気配もありますので、仕事・家庭

と色々備えて来年に挑むように準

備したいものです。 

このような状況ではあります

が、会員の皆様、良いお年をお迎え

ください。今年も沢山のご協力を

ありがとうございました。 

会 員 総 数 
 

正会員                  

準会員       

青年部会員   
 

＊令和２年１２月１６日現在 

４３５名 

６０名 

４７名 

本年度のハトマーク研修会については、コロナ

禍のため集合による研修を避け、皆様にＷｅｂ動

画を配信する形で実施することと致しました。 

現在、第１回目研修の動画を協会ホームペー

ジにて公開しております。会員専用ページの「ハ

トマーク研修 Ｗｅｂ公開用」にアクセスいた

だき、ご受講いただきますようご案内申し上げま

す。(会員専用ページにログインいただければ、従

業員の方でもご視聴いただけます。) 

また、視聴された後は、令和３年１月末まで

に「設問＆アンケート」にお答えいただきます

ようお願い申し上げます。（ご回答により受講

確認とさせていただきます） 

なお、会員専用ページへのログイン方法がご

不明な場合は、協会本部(TEL075-415-2121)ま

でお問い合わせください。 

 

テーマ 意外と知らない消費者契約の落とし穴 

（民法改正の影響と注意点） 
 

講 師 明海大学 不動産学部 教授 /  

不動産鑑定士  中村 喜久夫 氏 
 

👇 こちらからご視聴いただけます！ 
 

https://www.kyoto-
takken.or.jp/members/web_learning/web-
hatomark21.php 

 

例年１月に開催をしていました第二支部の「新

年会」は、新型コロナウイルス感染者が拡大して

いる状況を鑑み、皆様の健康と安全を最優先に

考えた結果、誠に残念ながら今年度は中止とさ

せていただきます。 

楽しみにしてくださっていた皆様には申し訳ご

ざいませんが、何卒ご理解いただきますようお願

い申し上げます。 

協会本部事務局並びに支部合同事務所では、下記の期間中、 

業務をお休みさせていただきます。 

令和２年１２月２９日(火) ～ 令和３年１月６日(水) 
 

＜発行者＞ 新井 成憲 
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